
平成２７年度工事随意契約調べ（９月分）

契 約 年月 工 事 名

設 計 工期 工 事 担 当 課 工 事 番 号 設 計 金 額 請 負 代 金 額 契 約 の 種 類

2015/9/10 秋葉山公園修繕工事 2015/9/11

65 公園緑地課 15000133 2,918,160 2,851,200 随意契約 2015/11/14

2015/9/11 北部処理区支線工事その６関連工事 2015/9/12

50 下水道建設課 15000136 5,572,800 5,508,000 随意契約 2015/10/31

受 注 者 工 事 場 所
工 期 備 考

㈱里村建設 和歌山市松江北４丁目地内

～

北部処理区支線工事その６の施工途中に、受注者の経営不振
による工事続行不能届けを受け契約解除となった。道路舗装の
本復旧が未施工であり地元住民の日常の通行に支障をきたし
ており緊急の復旧工事が必要となった。十分な技術力と緊急対
応施工が可能な株式会社里村建設が適任であり、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第５号を適用した。

㈱山菱建設 和歌山市和歌浦東１丁目６

～

台風の豪雨により発生した土砂崩落で、隣接する墓地の墓石が
埋没し破損した。崩落の危険が高く墓参りに支障をきたしてお
り、緊急の復旧工事が必要となった。被災地周辺の地形、土質
などの現状を熟知し、十分な技術力と緊急対応施工が可能な
株式会社山菱建設が適任であり、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第５号を適用した。


